
一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 二 百 八 十 八 号                                     

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 周 波 数 割 当 計 画 （ 令

和 二 年 総 務 省 告 示 第 四 百 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。 

  令 和 三 年 八 月 二 十 日 

                                 総 務 大 臣  武 田  良 太 

次 の 表 に よ り 、 変 更 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 変 更 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



 

二 頁 

 

 

 

変  更  後 変  更  前 

第２ 周波数割当表 第２ 周波数割当表 

［１～７ 略］ ［１～７ 同左］ 

周波数割当表 周波数割当表 

［第１表～第３表 略］ ［第１表～第３表 同左］ 

国内周波数分配の脚注 国内周波数分配の脚注 

［Ｊ１～Ｊ206 略］ ［Ｊ１～Ｊ206 同左］ 

Ｊ207 

この周波数帯において、移動衛星業務における携帯移動地球局及び航空機地球局は固定衛星業

務における宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第5.29号から第5.31号までの規定を

適用する。 

Ｊ207 

この周波数帯において、二次業務の航空移動衛星業務における航空機地球局は固定衛星業務に

おける宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第5.29号から第5.31号までの規定を適用

する。 

［Ｊ208～Ｊ296 略］ ［Ｊ208～Ｊ296 同左］ 

［別表１－１～11－３ 略］ ［別表１－１～11－３ 同左］ 

［国際周波数分配の脚注 略］ ［国際周波数分配の脚注 同左］ 

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 


